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教
育
委
員
会
規
則

■群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
四
中
「
三
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
五
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
中

「

「

七
〇
円

六
六
〇
円

五
三
〇
円

三
四
〇
円

一
二
〇
円

九
三
〇
円

六
九
〇
円

一
、
五
二
〇
円

一
、
二
五
〇
円

三
〇
〇
円

八
九
〇
円

五
四
〇
円

一
、
四
九
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

一
、
六
七
〇
円

二
七
〇
円

八
六
〇
円

三
九
〇
円

一
、
四
五
〇
円

九
六
〇
円

二
、
〇
四
〇
円

一
、
五
二
〇
円

二
、
六
三
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

八
三
〇
円

二
五
〇
円

一
、
四
二
〇
円

八
一
〇
円

二
、
〇
一
〇
円

一
、
三
七
〇
円

二
、
六
〇
〇
円

一
、
九
四
〇
円

三
、
一
九
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

一
、
三
八
〇
円

六
六
〇
円

一
、
九
八
〇
円

一
、
二
三
〇
円

二
、
五
七
〇
円

一
、
七
九
〇
円

三
、
一
六
〇
円

二
、
三
五
〇
円

三
、
七
五
〇
円

二
、
九
二
〇
円

一
、
九
四
〇
円

一
、
〇
八
〇
円

二
、
五
三
〇
円

一
、
六
四
〇
円

三
、
一
二
〇
円

二
、
二
一
〇
円

三
、
七
二
〇
円

二
、
七
七
〇
円

四
、
三
一
〇
円

三
、
三
三
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

三
、
〇
九
〇
円

二
、
〇
六
〇
円

三
、
六
八
〇
円

二
、
六
二
〇
円

四
、
九
九
〇
円

を

三
、
九
一
〇
円

に
、
「
一
四
六
円
」
を
「
一
四
一

五
、
五
九
〇
円

四
、
四
七
〇
円

三
、
七
八
〇
円

二
、
六
三
〇
円
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四
、
三
七
〇
円

三
、
二
〇
〇
円

六
、
〇
二
〇
円

四
、
八
二
〇
円

六
、
六
一
〇
円

五
、
三
八
〇
円

七
、
二
〇
〇
円

五
、
九
五
〇
円

六
、
八
九
〇
円

五
、
六
一
〇
円

八
、
三
九
〇
円

七
、
〇
七
〇
円

八
、
九
八
〇
円

七
、
六
四
〇
円

九
、
五
七
〇
円

八
、
二
〇
〇
円

一
〇
、
一
六
〇
円

八
、
七
六
〇
円

一
〇
、
六
〇
〇
円

九
、
一
八
〇
円

一
一
、
一
九
〇
円

九
、
七
四
〇
円

一
一
、
七
九
〇
円

一
〇
、
三
〇
〇
円

一
二
、
三
八
〇
円

一
〇
、
八
七
〇
円

一
三
、
六
二
〇
円

一
二
、
〇
八
〇
円

一
三
、
三
一
〇
円

一
一
、
七
四
〇
円

一
三
、
九
〇
〇
円

一
二
、
三
一
〇
円

一
四
、
四
九
〇
円

一
二
、
八
七
〇
円

一
五
、
六
五
〇
円

一
四
、
〇
〇
〇
円

一
六
、
二
五
〇
円

一
四
、
五
七
〇
円

一
五
、
九
四
〇
円

一
四
、
二
三
〇
円

一
六
、
五
三
〇
円

一
四
、
七
九
〇
円

一
七
、
六
〇
〇
円

一
五
、
八
四
〇
円

一
八
、
一
九
〇
円

一
六
、
四
〇
〇
円

一
八
、
七
八
〇
円

一
六
、
九
六
〇
円

一
九
、
三
八
〇
円

一
七
、
五
三
〇
円

二
〇
、
四
一
〇
円

一
八
、
五
三
〇
円

二
一
、
〇
〇
〇
円

一
九
、
〇
九
〇
円

二
一
、
五
九
〇
円

一
九
、
六
六
〇
円

二
二
、
一
八
〇
円

二
〇
、
二
二
〇
円

二
三
、
一
五
〇
円

二
一
、
一
六
〇
円

二
三
、
七
四
〇
円

二
一
、
七
三
〇
円

二
四
、
三
四
〇
円

二
二
、
二
九
〇
円

二
四
、
九
三
〇
円

二
二
、
八
五
〇
円

」

」

円
」
に
、
「
十
二
・
四
」
を
「
十
二
・
七
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
中

「

「

二
、
〇
七
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

二
、
六
六
〇
円

二
、
五
三
〇
円

四
、
一
〇
〇
円

四
、
一
〇
〇
円

四
、
一
〇
〇
円

四
、
一
〇
〇
円

四
、
四
四
〇
円

四
、
二
二
〇
円
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五
、
〇
三
〇
円

四
、
七
九
〇
円

五
、
六
二
〇
円

五
、
三
五
〇
円

六
、
五
〇
〇
円

六
、
五
〇
〇
円

六
、
八
〇
〇
円

六
、
五
〇
〇
円

七
、
三
九
〇
円

七
、
〇
四
〇
円

七
、
九
九
〇
円

七
、
六
〇
〇
円

八
、
五
八
〇
円

八
、
一
七
〇
円

九
、
一
七
〇
円

八
、
九
〇
〇
円

九
、
七
六
〇
円

九
、
二
九
〇
円

一
〇
、
三
五
〇
円

九
、
八
六
〇
円

一
〇
、
九
四
〇
円

一
〇
、
四
二
〇
円

一
一
、
五
三
〇
円

一
〇
、
九
八
〇
円

一
二
、
一
三
〇
円

一
一
、
五
五
〇
円

一
二
、
七
二
〇
円

一
二
、
一
一
〇
円

一
三
、
三
一
〇
円

一
二
、
六
七
〇
円

一
三
、
九
〇
〇
円

一
三
、
二
四
〇
円

一
四
、
四
九
〇
円

一
三
、
八
〇
〇
円

一
五
、
〇
八
〇
円

一
四
、
三
六
〇
円

一
五
、
六
八
〇
円

一
四
、
九
三
〇
円

一
六
、
二
七
〇
円

一
五
、
四
九
〇
円

一
六
、
八
六
〇
円

一
六
、
〇
五
〇
円

一
七
、
四
五
〇
円

一
六
、
六
二
〇
円

一
八
、
〇
四
〇
円

一
七
、
一
八
〇
円

一
八
、
六
三
〇
円

一
七
、
七
四
〇
円

一
九
、
二
二
〇
円

一
八
、
三
一
〇
円

一
九
、
八
二
〇
円

一
八
、
八
七
〇
円

二
〇
、
四
一
〇
円

一
九
、
四
三
〇
円

二
一
、
〇
〇
〇
円

二
〇
、
〇
〇
〇
円

二
一
、
五
九
〇
円

二
〇
、
五
六
〇
円

二
二
、
一
八
〇
円

二
一
、
一
二
〇
円

二
三
、
四
九
〇
円

を

二
二
、
四
一
〇
円

に
、
「
一
四
六
円
」
を
「
一
四
一
円
」

二
四
、
〇
九
〇
円

二
二
、
九
七
〇
円

二
四
、
六
八
〇
円

二
三
、
五
三
〇
円

二
五
、
二
七
〇
円

二
四
、
一
〇
〇
円

二
六
、
九
二
〇
円

二
五
、
七
二
〇
円

二
七
、
五
一
〇
円

二
六
、
二
八
〇
円

二
八
、
一
〇
〇
円

二
六
、
八
五
〇
円

二
八
、
六
九
〇
円

二
七
、
四
一
〇
円

三
〇
、
一
九
〇
円

二
八
、
八
七
〇
円

三
〇
、
七
八
〇
円

二
九
、
四
四
〇
円

三
一
、
三
七
〇
円

三
〇
、
〇
〇
〇
円

三
一
、
九
六
〇
円

三
〇
、
五
六
〇
円

三
三
、
三
〇
〇
円

三
一
、
八
八
〇
円

三
三
、
八
九
〇
円

三
二
、
四
四
〇
円

三
四
、
四
九
〇
円

三
三
、
〇
〇
〇
円

三
五
、
〇
八
〇
円

三
三
、
五
七
〇
円

三
六
、
三
二
〇
円

三
四
、
七
八
〇
円

三
六
、
九
一
〇
円

三
五
、
三
四
〇
円
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三
七
、
五
〇
〇
円

三
五
、
九
一
〇
円

三
八
、
〇
九
〇
円

三
六
、
四
七
〇
円

三
九
、
二
五
〇
円

三
七
、
六
〇
〇
円

三
九
、
八
五
〇
円

三
八
、
一
七
〇
円

四
〇
、
四
四
〇
円

三
八
、
七
三
〇
円

四
一
、
〇
三
〇
円

三
九
、
二
九
〇
円

四
二
、
一
〇
〇
円

四
〇
、
三
四
〇
円

四
二
、
六
九
〇
円

四
〇
、
九
〇
〇
円

四
三
、
二
八
〇
円

四
一
、
四
六
〇
円

四
三
、
八
八
〇
円

四
二
、
〇
三
〇
円

四
四
、
九
一
〇
円

四
三
、
〇
三
〇
円

四
五
、
五
〇
〇
円

四
三
、
五
九
〇
円

四
六
、
〇
九
〇
円

四
四
、
一
六
〇
円

四
六
、
六
八
〇
円

四
四
、
七
二
〇
円

四
七
、
六
五
〇
円

四
五
、
六
六
〇
円

四
八
、
二
四
〇
円

四
六
、
二
三
〇
円

四
八
、
八
四
〇
円

四
六
、
七
九
〇
円

四
九
、
四
三
〇
円

四
七
、
三
五
〇
円

」

」

に
、
「
十
二
・
四
」
を
「
十
二
・
七
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
中

「

「

一
三
〇
円

一
二
〇
円

二
〇
〇
円

二
〇
〇
円

二
〇
〇
円

二
〇
〇
円

二
一
〇
円

二
〇
〇
円

二
四
〇
円

二
三
〇
円

二
七
〇
円

二
五
〇
円

三
一
〇
円

三
一
〇
円

三
二
〇
円

三
一
〇
円

三
五
〇
円

三
四
〇
円

三
八
〇
円

三
六
〇
円

四
一
〇
円

三
九
〇
円

四
四
〇
円

四
二
〇
円

四
六
〇
円

四
四
〇
円

四
九
〇
円

四
七
〇
円

五
二
〇
円

五
〇
〇
円

五
五
〇
円

五
二
〇
円

五
八
〇
円

五
五
〇
円

六
一
〇
円

五
八
〇
円

六
三
〇
円

六
〇
〇
円

六
六
〇
円

六
三
〇
円

六
九
〇
円

六
六
〇
円

七
二
〇
円

六
八
〇
円

七
五
〇
円

七
一
〇
円

七
七
〇
円

七
四
〇
円

八
〇
〇
円

七
六
〇
円

八
三
〇
円

七
九
〇
円

八
六
〇
円

八
二
〇
円

八
九
〇
円

八
四
〇
円
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九
二
〇
円

八
七
〇
円

九
四
〇
円

九
〇
〇
円

九
七
〇
円

九
三
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

九
五
〇
円

一
、
〇
三
〇
円

九
八
〇
円

一
、
〇
六
〇
円

一
、
〇
一
〇
円

一
、
一
二
〇
円

一
、
〇
七
〇
円

を

に
改
め
る
。

一
、
一
五
〇
円

一
、
〇
九
〇
円

一
、
一
八
〇
円

一
、
一
二
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

一
、
一
五
〇
円

一
、
二
八
〇
円

一
、
二
二
〇
円

一
、
三
一
〇
円

一
、
二
五
〇
円

一
、
三
四
〇
円

一
、
二
八
〇
円

一
、
三
七
〇
円

一
、
三
一
〇
円

一
、
四
四
〇
円

一
、
三
七
〇
円

一
、
四
七
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
四
九
〇
円

一
、
四
三
〇
円

一
、
五
二
〇
円

一
、
四
六
〇
円

一
、
五
九
〇
円

一
、
五
二
〇
円

一
、
六
一
〇
円

一
、
五
四
〇
円

一
、
六
四
〇
円

一
、
五
七
〇
円

一
、
六
七
〇
円

一
、
六
〇
〇
円

一
、
七
三
〇
円

一
、
六
六
〇
円

一
、
七
六
〇
円

一
、
六
八
〇
円

一
、
七
九
〇
円

一
、
七
一
〇
円

一
、
八
一
〇
円

一
、
七
四
〇
円

一
、
八
七
〇
円

一
、
七
九
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

一
、
八
二
〇
円

一
、
九
三
〇
円

一
、
八
四
〇
円

一
、
九
五
〇
円

一
、
八
七
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

一
、
九
二
〇
円

二
、
〇
三
〇
円

一
、
九
五
〇
円

二
、
〇
六
〇
円

一
、
九
七
〇
円

二
、
〇
九
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

二
、
一
四
〇
円

二
、
〇
五
〇
円

二
、
一
七
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

二
、
一
九
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

二
、
二
二
〇
円

二
、
一
三
〇
円

二
、
二
七
〇
円

二
、
一
七
〇
円

二
、
三
〇
〇
円

二
、
二
〇
〇
円

二
、
三
三
〇
円

二
、
二
三
〇
円

二
、
三
五
〇
円

二
、
二
五
〇
円

」

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
が
結
婚
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
な
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二

学
校
職
員
が
不
妊
治
療
を
受
け
る
場
合
で
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き

一
の
年
度
に
お
い
て
六
日
の
範
囲
内
の
期
間

第
十
二
条
第
一
項
第
十
六
号
中
「
七
月
か
ら
九
月
」
を
「
六
月
か
ら
十
月
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
及
び
第
三
項
中
「
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六

項
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
項
第
三
号
の
二
ホ
」
の
下
に
「
、
第
四
号
の
二
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

二
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七
の
二

妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年
以
内
の
女
子
の
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
母
子

保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
保
健
指
導
又
は
同
法
第
十

三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
（
以
下
「
保
健
指
導
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
場
合
で
、
そ
の

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

次
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
回
数
（
当
該
保
健
指
導
等
を
行
う
医
師
等
に
特
別
の
指
示
を
受
け
た
場

合
に
は
、
い
ず
れ
の
区
分
に
つ
い
て
も
そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数
）
で
、
一
回
に
つ
き
一
日
の
正

規
の
勤
務
時
間
の
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

イ

妊
娠
二
十
三
週
ま
で
の
期
間

四
週
間
に
一
回

ロ

妊
娠
二
十
四
週
か
ら
三
十
五
週
ま
で
の
期
間

二
週
間
に
一
回

ハ

妊
娠
三
十
六
週
か
ら
出
産
ま
で
の
期
間

一
週
間
に
一
回

ニ

出
産
後
一
年
ま
で
の
期
間

出
産
後
一
年
間
に
一
回

七
の
三

妊
娠
中
の
女
子
の
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関

の
混
雑
の
程
度
が
母
体
の
健
康
維
持
に
支
障
を
与
え
る
程
度
に
及
ぶ
場
合
で
、
そ
の
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
一

日
を
通
じ
て
一
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
（
」
の
下
に
「
一
週
間
の
勤
務

日
が
五
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
」
を
加
え
、
「
七
月
か
ら
九

月
」
を
「
六
月
か
ら
十
月
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
を
「
第
十
一

号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
保
健
指
導
又
は
同
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
（
以
下
「
保
健
指

導
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
保
健
指
導
等
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
削
り
、
第

十
二
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
の

改
正
規
定
（
「
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
（
」
の
下
に
「
一
週
間
の
勤
務
日
が
五
日
以
上

と
さ
れ
て
い
る
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
公
布
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
一
週
間
の
勤
務
日
が
五

日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
（
群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用

職
員
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
群
馬
県
条
例
第
十
五
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
同
項
に
規
定
す
る
パ

ー
ト
タ
イ
ム
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
を
い
う
。
）
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
第
十
二
条
第

一
項
第
八
号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
休
暇
（
以
下
「
有
給
休
暇
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
後
の
第

十
二
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
（
「
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
（
」
の
下
に
「
一
週
間
の

勤
務
日
が
五
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
」
を
加
え
る
部
分
に

限
る
。
）
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
有
給
休
暇
と
み
な
す
。

群
馬
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号

群
馬
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
委
員
会
」
を
「
群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長
（
以
下
「
教
育
長
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
保
証
人
変
更
願
」
を
「
保
証
人
変
更
承
認
願
」
に
、
「
委
員
会
」
を
「
教
育

長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
委
員
会
」
を
「
教
育
長
」
に
、
「
貸
与
を
」
を
「
貸
与
の
適
否
を
」
に
改
め
、
「
別

記
様
式
第
四
号
）
」
の
下
に
「
又
は
修
学
金
貸
与
不
承
認
通
知
書
（
別
記
様
式
第
五
号
）
」
を
加
え

る
。第

七
条
中
「
別
記
様
式
第
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
六
号
」
に
改
め
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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第
八
条
た
だ
し
書
中
「
委
員
会
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

削
除

第
十
条
第
一
項
中
「
委
員
会
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
委
員
会
」
を
「
教
育
長
」
に
改

め
る
。

第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
中
「
委
員
会
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
修
学
生
」
の
下
に
「
（
修
学
生
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
保
証
人
）
」
を
加
え
、

「
委
員
会
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
委
員
会
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
修
学
金
返
還
債
務
免
除
申
請
書
」
を
「
修
学
金
返
還
免
除
申
請
書
」
に
、

「
修
学
金
返
還
債
務
履
行
猶
予
申
請
書
」
を
「
修
学
金
返
還
履
行
猶
予
申
請
書
」
に
、
「
委
員
会
」

を
「
教
育
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
委
員
会
」
を
「
教
育
長
」
に
、
「
修
学
金
返
還
債
務
免

除
決
定
通
知
書
」
を
「
修
学
金
返
還
免
除
決
定
通
知
書
」
に
、
「
修
学
金
返
還
債
務
履
行
猶
予
決
定

通
知
書
」
を
「
修
学
金
返
還
猶
予
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
中
「
委
員
会
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第４条関係）

修 学 金 貸 与 申 請 書

年 月 日

群馬県教育委員会教育長あて

ふり がな

申請者氏名（自署）

年 月 日生

次のとおり群馬県高等学校定時制課程修学奨励金を貸与してください。

貸 与 申 請 額 総額 円（月額 円）

貸 与 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

本 籍 都道府県

住 所

在 校 学 校 名

学 等

す 入 学 年 月 日

る

学 卒 業 予 定 年 月 日

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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「

性
別

男
・

女

別
記
様
式
第
二
号
中

を

生
年
月
日

年
月

日

」

「

生
年
月
日

年
月

日

に
、

」

「

氏
名

所
得
金
額

円

給
与

所
得

（市
町
村
長
の
所
得
証
明
書
を
添
え

円
て
く
だ
さ
い

）

農
業

所
得

円

を

商
工

林
業
等
の
所
得

円
、

そ
の
他
の
所
得

円

」

「

氏
名

所
得
金
額

円

（Ａ

）

に
、

Ａ
給

与
所

得
円

の
農

業
所

得
円

内
商
工

林
業
等
の
所
得

円
、

訳
そ
の
他
の
所
得

円

」

「

「

続
柄

続
柄

を

に
、

本
人

」

」

「上
記
記
載
事
項
は

正
確
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
す

、
。

年
月

日

を

学
校
長
氏
名

印

」

「
（注

）所
得
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
等
を
添
え
て
く
だ
さ
い

」
に
改
め
る
。

。

別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別記様式第３号（規格Ａ４）（第５条関係）

保 証 人 変 更 承 認 願

年 月 日

群馬県教育委員会教育長あて

住所

氏名

新保証人

住所

氏名 印

旧保証人

住所

氏名 印

次のとおり保証人の変更を承認してください。御承認の上は、新保証人は、本人と連帯して修学金の返還の債

務を負担します。

決 定 番 号 第 号

新 氏 名

生 年 月 日 年 月 日生まれ
保 続 柄

住 所
証

本 籍 都道府県 職 業

人 勤 務 先

旧 保 証 人 の 氏 名

変 更 の 理 由

（添付書類）新保証人の印鑑登録証明書

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別
記
様
式
第
四
号
中
「高

等
学
校

第
学
年

」
を
「高

等
学
校
定
時
制
課
程

第

学
年

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
に
別
紙
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別紙

連 帯 保 証 人

ふ り が な
印 印

氏 名

生 年 月 日

本 人 と の 続 柄

都道 都道
本 籍

府県 府県

住 所
（電話 ） （電話 ）

職 業

勤 務 先

参 考 事 項

（添付書類）保証人の印鑑登録証明書

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別
記
様
式
第
六
号
を
削
り
、
別
記
様
式
第
五
号
を
別
記
様
式
第
六
号
と
し
、
別
記
様
式
第
四
号
の

次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別記様式第５号（規格Ａ４）（第６条関係）

修学金貸与不承認通知書

年 月 日

様

群馬県教育委員会教育長 印

年 月 日付けで申請のあつた群馬県高等学校定時制課程修学奨励金の貸与については、審査の結

果、不承認となりました。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別
記
様
式
第
七
号
裏
面
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別記様式第７号（規格Ａ４）（第１０条関係）

ふ り が な 高等学校
決 定 番 号 第 号

氏 名 高等学校

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
交付対象月 計

分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分

第 交付
貸 与 額

日

金額

年 学 受領
度 年 印 円

第 交付
貸 与 額

日

金額

年 学 受領
度 年 印 円

第 交付
貸 与 額

日

金額

年 学 受領
度 年 印 円

第 交付
貸 与 額

日

金額

年 学 受領
度 年 印 円

第 交付
貸 与 額

日

金額

年 学 受領
度 年 印 円

※交付方法が銀行振込の場合、受領印欄に「銀行振込のため、受領印は省略」と記入し、受領印の徴収を省

略することができる。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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「

別
記
様
式
第
八
号
中

決
定
番
号

第
号

を
削
り
、
「氏

名
印

」
を

」

「氏
名

（自
署

）
」
に
、
「と

お
り
修
学
金

」
を
「と

お
り

群
馬
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学

、

奨
励
金

」
に
、

「

事
実
の
生
じ
た
時
期

年
月

日

を
」

「

学
校
名
・
学
年

高
等
学
校
定
時
制
課
程

第
学
年

に
、

事
実
の
生
じ
た
日

年
月

日

」

「

貸
与
決
定
年
月
日

年
月

日
決
定
番
号

第
号

貸
与
を
受

年
月
か
ら

貸
与
を
受
け
た
金
額

円

を

け
た
期
間

年
月
ま
で

学
校
長
認
印

高
等
学
校

」

「

決
定

番
号

第
号

貸
与
を
受

年
月
か
ら

貸
与
を
受
け
た
金
額

円

に
改

け
た
期
間

年
月
ま
で

（注

）
「貸

与
を
受
け
た
金
額

」及
び

「貸
与
を
受
け
た
期
間

」欄
は

提
出
前
に
学

、
校
へ
確
認
し
た
上
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い

」

、
。

め
る
。

「

別
記
様
式
第
九
号
中

決
定
番
号

第
号

を
削
り
、
「氏

名
印

」
を

」

「氏
名

（自
署

）
」
に
、
「修

学
金

」
を
「群

馬
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学
奨
励
金

」
に
、

「

貸
与
決
定
年
月
日

年
月

日
決
定
番
号

第
号

を
」

「

決
定

番
号

第
号

に
、

」

「

貸
与
を
受
け
た
期
間

年
月
か
ら

年
月
ま
で

を

学
校
長
認
印

」

「

貸
与
を
受
け
た
期
間

年
月
か
ら

年
月
ま
で

に
改

（注

）
「貸
与
を
受
け
た
金
額

」及
び

「貸
与
を
受
け
た
期
間

」欄
は

提
出
前
に
学

、
校
へ
確
認
し
た
上
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い

」

。

め
、
「

高
等
学
校

」
を
削
る
。

「

別
記
様
式
第
十
号
中

決
定
番
号

第
号

を
削
り
、
「氏

名
印

」
を

」

「氏
名

（自
署

）
」
に
、

「

貸
与
決
定
年
月
日

年
月

日
決
定
番
号

第
号

を

学
校
長
認
印

」

「

決
定

番
号

第
号

に
改

」

め
、
「

高
等
学
校

」
を
削
る
。

「

別
記
様
式
第
十
一
号
中

決
定
番
号

第
号

を
削
り
、
「氏

名
印

」

」

を
「氏

名

（自
署

）
」
に
、

「

貸
与
決
定
年
月
日

年
月

日
決
定
番
号

第
号

貸
与
を
受
け
た
金
額

円

を

貸
与
を
受
け
た
期
間

年
月
か
ら

年
月
ま
で

学
校
長
認
印

」

「

決
定

番
号

第
号

に
改

」

め
、
「

高
等
学
校

」
を
削
る
。

「

別
記
様
式
第
十
二
号
中

決
定
番
号

第
号

を
削
り
、
「氏

名
印

」

」

を
「氏

名

（自
署

）
」
に
、

「

休
学
又
は
停
学
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

を
」

「

決
定

番
号

第
号

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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に
、

休
学

期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

」

「

理
由

を

借
用

金
額

貸
与
済
期
間

年
月
か
ら

年
月
ま
で

学
校
長
認
印

」

「

理
由

に
改

」

め
、
「

高
等
学
校

」
を
削
る
。

「

別
記
様
式
第
十
三
号
中

決
定
番
号

第
号

を
削
り
、
「氏

名
印

」

」

を
「氏

名

（自
署

）
」
に
、

「

次
の
と
お
り
変
更
し
ま
し
た
。

を

氏
名

」

「

次
の
と
お
り
変
更
し
ま
し
た
の
で

届
け
出
ま
す

、
。

決
定

番
号

第
号

に
、

氏
名

」

「

添
付

書
類

戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

を

学
校
長
認
印

」

「

添
付

書
類

戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

に
改

」

め
、
「

高
等
学
校

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
中
「印

」
を
削
り
、

「

貸
与

金
額

円

を

貸
与
済
期
間

年
月
か
ら

年
月
ま
で

」

「

貸
与
済
金
額
及
び

別
添

別
記
様
式
第
７
号

（写

）の
と
お
り

貸
与

期
間

に
改

※
別
記
様
式
第
７
号
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

」

。

め
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
中
「印

」
を
削
り
、

「

貸
与

金
額

円

を

貸
与
済
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

」

「

貸
与
済
金
額
及
び

別
添

別
記
様
式
第
７
号

（写

）の
と
お
り

貸
与

期
間

に
改

※
別
記
様
式
第
７
号
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

」

。

め
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別記様式第１６号（規格Ａ４）（第１２条関係）

修 学 生 現 況 報 告 書

年 月 日

群馬県教育委員会教育長あて

住所

氏名（自署）

年４月１日現在の現況を次のとおり報告します。

生年 年 月 日
氏 名 決 定 番 号 第 号

月日 （ ）歳

在 学 高等学校
住 所

学 校 定時制課程 第 学年

既 に 修 学 金 の 貸 与 を 受 け た 期 間 年 月から 年 月まで

既 に 貸 与 を 受 け た 修 学 金 の 合 計 円

名 称 （電話）

勤務先 所 在 地

年間収入見込額 円

続 柄 氏 名 職 業 勤 務 先 年間収入見込額

扶養者

注１ 年間収入見込額は、現況報告書を提出する１月から１２月までの１年間の収入の見込額を記入し

てください。

２ 修学生が所得税法上父親等の扶養親族であるときは、扶養者欄に所定の事項を記入してくださ

い。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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「

別
記
様
式
第
十
七
号
中

第
号

を
削
り
、
「と

お
り
修
学
金

」
を
「と

お
り

群
馬

、

」

県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学
奨
励
金

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別記様式第１８号（規格Ａ４）（第１４条関係）

修 学 金 借 用 証 書

年 月 日

群馬県教育委員会教育長あて

住所

氏名（自署）

保証人

住所

氏名（自署）

保証人

住所

氏名（自署）

次のとおり群馬県高等学校定時制課程修学奨励金を借用しました。

決 定 番 号 第 号

金 額 円

年 月から

期 間 月分

年 月まで

※「金額」及び「期間」欄については、あらかじめ学校に確認した上で記入してください。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）



23

別
記
様
式
第
十
九
号
中
「印

」
を
削
り
、
「定

時
制
の
課
程

」
を
「定

時
制
課
程

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
号
中
「修

学
金
返
還
債
務
免
除
申
請
書

」
を
「修

学
金
返
還
免
除
申
請
書

」
に

「

改
め
、

決
定
番
号

第
号

を
削
り
、
「氏

名
印

」
を
「氏

名

（自
署

）
」

」

に
、

「

次
の
と
お
り
修
学
金
の
返
還
を
免
除
し
て
く
だ
さ
い
。

返
還

金
額

を

円

（返
還
未
済
額

）

」

「

次
の
と
お
り
群
馬
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学
奨
励
金
の
返
還
債
務
の
免
除
を
受

け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

決
定

番
号

第
号

に
、

返
還

金
額

円

（返
還
未
済
額

）

」

「

死
亡

災
害

疾
病
等
に
あ
つ
て
は

そ
の
状
況
を
証
す

、
、

、
添

付
書

類
る
書
類

を

学
校
長
認
印

高
等
学
校

」

「

死
亡

災
害

疾
病
等
に
あ
つ
て
は

そ
の
状
況
を
証
す

、
、

、
添

付
書

類

に
改

る
書
類

」

め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中
「修

学
金
返
還
債
務
履
行
猶
予
申
請
書

」
を
「修

学
金
返
還
猶
予
申
請

「

書

」
に
改
め
、

決
定
番
号

第
号

を
削
り
、
「氏

名
印

」
を
「氏

名

（自

」

署

）
」
に
、

「

次
の
と
お
り
修
学
金
の
返
還
の
債
務
の
履
行
を
猶
予
し
て
く
だ
さ
い
。

借
用

金
額

円

を
」

「

次
の
と
お
り
群
馬
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学
奨
励
金
の
返
還
の
猶
予
を
受
け
た

い
の
で
申
請
し
ま
す
。

決
定

番
号

第
号

に
、

借
用

金
額

円

」

「

１
学
校
の
場
合
は

校
長
の
証
明
書

２
災
害
等
の

、
添

付
書

類
場
合
は

関
係
機
関
の
証
明
書

３
疾
病
の
場
合
は

、
、

医
師
の
診
断
書

４
そ
の
他
必
要
な
書
類

を

学
校
長
認
印

高
等
学
校

」

「

１
学
校
の
場
合
は

校
長
の
証
明
書

２
災
害
等
の

、
添

付
書

類
場
合
は

関
係
機
関
の
証
明
書

３
疾
病
の
場
合
は

に
改

、
、

医
師
の
診
断
書

４
そ
の
他
必
要
な
書
類

」

め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
中
「修

学
金
返
還
債
務
免
除
決
定
通
知
書

」
を
「修

学
金
返
還
免
除
決
定

「

通
知
書

」
に
改
め
、

決
定
番
号

第
号

を
削
り
、
「申

請
の
あ
つ
た
修
学
金
の
返
還

」

の
債
務
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
免
除
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た

」
を
「付

け
で
申
請
の
あ
つ
た

、

群
馬
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学
奨
励
金
の
返
還
債
務
を
次
の
と
お
り
免
除
し
ま
す

」
に
、

「

免
除

額
円

を
」

「

決
定

番
号

第
号

に
改

免
除

額
円

」

め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
三
号
中
「修

学
金
返
還
債
務
履
行
猶
予
通
知
書

」
を
「修

学
金
返
還
猶
予
決
定

「

通
知
書

」
に
改
め
、

決
定
番
号

第
号

を
削
り
、
「申

請
の
あ
つ
た
修
学
金
の
返
還

」

の
債
務
の
履
行
に
つ
い
て

」
を
「付

け
で
申
請
の
あ
つ
た
群
馬
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学
奨

、

励
金
の
返
還
債
務
を

」
に
、

「
返
還
猶
予
額

円

を
」

「

決
定

番
号

第
号

に
改

返
還
猶
予
額

円

」

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
四
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別記様式第２４号（規格Ａ４）（第１７条関係）

修 学 金 返 還 計 画 書

年 月 日

群馬県教育委員会教育長あて

住所

氏名（自署）

保証人

住所

氏名（自署）

保証人

住所

氏名（自署）

先に貸与を受けた群馬県高等学校定時制課程修学奨励金について、次のとおり返還します。

決 定 番 号 第 号

返 還 未 済 額 円

返 還 の 理 由

返 還 開 始 時 期 年 月から

返 還 月 月 及び 月
返 還 方 法 半 年 賦

１回当たりの返済額 円

※半年賦又は月賦の 返 済 回 数 回

いずれかを選択して 返 還 開 始 時 期 年 月から

ください。 月 賦 １回当たりの返済額 円

返 済 回 数 回

（注） 返還未済額は、あらかじめ学校へ確認した上で記入してください。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別記様式第２５号（規格Ａ４）（第１７条関係）

修 学 金 返 還 計 画 変 更 届

年 月 日

群馬県教育委員会教育長あて

住所

氏名（自署）

保証人

住所

氏名（自署）

保証人

住所

氏名（自署）

先に貸与を受けた群馬県高等学校定時制課程修学奨励金の返還計画について、次のとおり変更したいので、承

認してください。

決 定 番 号 第 号

返還金額（返還未済額） 円

返 還 方 法 半年賦 ・ 月賦 ※いずれかを選択

旧

終 了 時 期 年 月まで

返 還 方 法 半年賦 ・ 月賦 ※いずれかを選択

開 始 時 期 年 月から

新 返 還 月 月 及び 月 ※半年賦の場合のみ記入

返 還 内 訳 １回当たりの返還額 円

返 還 予 定 回 数 回

（注） 返還金額（返還未済額）は、あらかじめ学校へ確認した上で記入してください。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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別
記
様
式
第
二
十
六
号
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

（自
署

）
」
に
、

「
決

定
番

号
第

号
氏

名

を

死
亡
年
月
日

死
亡

場
所

」

「

決
定

番
号

第
号

氏
名

に
、

死
亡
年
月
日

」

「

添
付

書
類

死
亡
診
断
書
又
は
戸

（除

）籍
抄
本

を

学
校
長
認
印

高
等
学
校

」

「

添
付

書
類

死
亡
診
断
書
又
は
戸

（除
）籍

抄
本

に
改

」

め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

教
育
委
員
会
訓
令

■
群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

事

務

局

各
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
地
方
公
務
員
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」

を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
交
通
用
具
を
利
用
す
る
こ
と
を

常
例
と
す
る
職
員
の
う
ち
所
属
長
が
認
め
た
も
の
の
勤
務
時
間
は
、
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午

後
雰
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
（
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当

該
時
間
内
に
お
い
て
勤
務
時
間
の
合
計
が
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
割
り
振
ら
れ

た
時
間
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
四
項
中
「
所
属
長
が
当
該
職
員
ご
と
に
指
定
す
る
次
に
掲
げ
る
時
間
」
を
「
午
前
八
時

四
十
五
分
か
ら
午
後
零
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
各
号

を
削
り
、
同
条
中
第
十
三
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
条
第
九
項
中
「
か
ら
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、

同
条
第
八
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
中
第
七
項

を
第
九
項
と
し
、
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。

５

第
一
項
、
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
（
条
例
第
三
条
第
四
項
又
は
第
四

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
受
け
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
勤
務
時
間
は
、

所
属
長
が
当
該
職
員
ご
と
に
指
定
す
る
次
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

午
前
七
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
四
十
五
分
ま
で

二

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
十
五
分
ま
で

三

午
前
八
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

四

午
前
九
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
四
十
五
分
ま
で

五

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
六
時
十
五
分
ま
で

六

午
前
十
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
六
時
四
十
五
分
ま
で

七

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
七
時
十
五
分
ま
で

６

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
の
休
憩
時
間
は
、
所
属
長
が
当
該
職
員
ご
と
に
指
定
す

る
次
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で

二

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

三

午
前
十
一
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
零
時
四
十
五
分
ま
で

四

午
後
零
時
十
五
分
か
ら
午
後
一
時
十
五
分
ま
で

五

午
後
零
時
三
十
分
か
ら
午
後
一
時
三
十
分
ま
で

六

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

第
四
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
前
条
第
五
項
か
ら
第

八
項
」
を
「
前
条
第
七
項
か
ら
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を

第
三
項
と
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
注
以
外
の
部
分
、
別
記
様
式
第
二
号
注
以
外
の
部
分
、
別
記
様
式
第
三
号
注
以

外
の
部
分
及
び
別
記
様
式
第
四
号
注
以
外
の
部
分
中
「印

」
を
削
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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「所
属

「所
属

別
記
様
式
第
五
号
第
１
面
中
「本

人
印

」
を
「申

告
者

」
に
、

を

に
改
め
、

長
印

」

長

」

「所
属

「所
属

同
様
式
第
２
面
中
「本

人
印

」
を
「申

告
者

」
に
、

を

に
、

長
印

」

長

」

「

申
告

年
月

日
印

割
振
り

年
月

日
印

を
」

「

申
告
者

所
属
長

に

改

め

申
告

年
月

日
割
振
り

年
月

日

」

る
。別

記
様
式
第
七
号
中
「印
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

事

務

局

教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
証
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
証
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
証
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
長
訓
令

■
群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

事

務

局

教
育
機
関

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
記
章
は
い
用
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
記
章
は
い
用
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
記
章
は
い
用
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
教

育
長
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１５号）
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